
【支給に伴う注意点】

月中

※継続事業とは、やむを得ない理由により、調整板が紛失・破損し田んぼダムの取組に
支障が生じたため、新しい調整板の支給を申請する場合

・調整板の規格（縦横幅）については固定となります。
　各田んぼの排水溝に合わせて調整を行ってください。

・一団体一年度100枚程度を限度とし、予算の範囲内での支給となります。
　ご要望どおり支給することをお約束するものではありません。

・設置完了後、「金沢市田んぼダム流量調整板支給事業完了報告書」と「設置完了写真
（代表箇所1箇所）」の提出を行ってください。

事業の実施
予定時期

令和 年

申請箇所
新規事業　・　継続事業※　（どちらかを〇で囲んでください）

新規事業の場合、設置場所について位置図等を提出すること

調整板希望枚数
（１枚/田）

枚（上限：100枚/年度）

記

（あて先）金 沢 市 長

　（農業基盤整備課）

住　 　所 金沢市

団 体 名 

代表者名

電話番号

　下記のとおり金沢市田んぼダム流量調整板支給事業を実施したく申請します。

　なお、田んぼダム流量調整板の利用を理由とした作物の生育被害等に対する補償を求

めないことに同意します。

金沢市田んぼダム流量調整板支給申請書

日令和 年 月



【支給に伴う注意点】

日

（あて先）金 沢 市 長

　（農業基盤整備課）

住　 　所 金沢市 広坂 □－□－□

令和 〇 年 〇 月 〇

団 体 名 〇〇町生産組合

代表者名 基盤　次郎

電話番号 123-4567-7890

金沢市田んぼダム流量調整板支給申請書

　下記のとおり金沢市田んぼダム流量調整板支給事業を実施したく申請します。

　なお、田んぼダム流量調整板の利用を理由とした作物の生育被害等に対する補償を求

めないことに同意します。

記

申請箇所
新規事業　・　継続事業※　（どちらかを〇で囲んでください）

新規事業の場合、設置場所について位置図等を提出すること

※継続事業とは、やむを得ない理由により、調整板が紛失・破損し田んぼダムの取組に
支障が生じたため、新しい調整板の支給を申請する場合

・調整板の規格（縦横幅）については固定となります。
　各田んぼの排水溝に合わせて調整を行ってください。

・一団体一年度100枚程度を限度とし、予算の範囲内での支給となります。
　ご要望どおり支給することをお約束するものではありません。

・設置完了後、「金沢市田んぼダム流量調整板支給事業完了報告書」と「設置完了写真
（代表箇所1箇所）」の提出を行ってください。

調整板希望枚数
（１枚/田）

○○ 枚（上限：100枚/年度）

事業の実施
予定時期

令和 ○ 年 ○ 月中


